
エクセル給与計算の使い方 

 

郵便番号、住所、会社名を入力して下さい。 

 

 

役員・従業員の氏名、住所、生年月日を入力して下さい。 

 

 

赤の枠で囲っている水色部分のみ入力できます。 



１．事前情報の入力 

「本人年齢」、「扶養親族の数」、「社会保険加入の有無」、「雇用保険加入の有無」、「標準月額報

酬」を入力して下さい。 

 

（扶養親族等の数の求め方） 

奥さんと扶養している親や子供がいれば 1 人ずつ数えてください。その中に１６歳未満の子供がいれば

その人数を引いてください。 

そして、給料をもらう本人が、①障害者、②寡婦（寡夫）、③勤労学生であれば、該当するごとに１ずつ

追加してください。 

それから、配偶者や扶養している親や子供が、①障害者、②同居特別障害者に該当するならそれぞれ１

人ずつ数えます。ここで、②の同居特別障害者に該当するなら、当然①障害者でもあるので、障害者な

らば 1人追加、同居特別障害者なら２人追加します。 

 

（標準月額報酬の求め方） 

 会社に勤める人は、基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、

臨時に支払われるものや３カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの（報酬といいます）を会

社から受けます。 

  報酬月額を 1等級（９万８千円）から３０等級（６２万円）までの３０等級に分け、その等級に該当

する金額のことを「標準報酬月額」といいます。  

  

 被保険者の「標準報酬月額」は、事業主から提出された届書に基づき日本年金機構（年金事務所）が

決定します。 

  

標準報酬月額の決定のタイミングには、大別して、３つあります。 

（1）資格取得時の決定 

（2）定時決定 

（3）随時改定 

  

（1）資格取得時の決定 

 事業主は、従業員を雇用したときに就業規則や労働契約などの内容に基づいた報酬月額を届け出ます

が、このときに標準報酬月額を決定します。 

 これを資格取得時の決定といい、その年の８月まで使用します。ただし、６月１日から１２月３１日

までに資格取得した人は、翌年の８月まで使用します。 

  



（2）定時決定 

 その後は、毎年１回、７月１日になる前の３か月（４月、５月、６月）に支払った報酬月額が事業主

から提出され、このときに、その報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直し

ます。 

 これを定時決定といい、その年の９月から翌年の８月まで使用します。 

 定時決定は、３か月（４月、５月、６月）に支払われる報酬月額のうち、支払いの基礎となる日数が

１７日以上あるもので算定します。 

 例えば、４月と６月は３０日分の報酬が支払われたが、５月は休職したため１６日分しか支払われな

かった場合には、４月と６月の報酬総額を２か月で除した額をもとに標準報酬月額を決定することにな

ります。 

  

（3）随時改定 

 昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動した場合に、事業主からの届出に基づいて標準

報酬月額を改定します。 

 これを随時改定といい、その年の８月まで使用します。 ただし、その年の７月以降に改定された場

合は、翌年の８月まで使用します。 

 随時改定は、固定的賃金（残業代などの非固定的賃金ではありません。）に変動があり、継続した 3

か月間に支払われた報酬総額を３か月で除した額の標準報酬月額を従前と比べてみて、２等級以上の差

が生じたときに改定します。 

なお、この標準報酬月額の対象となる報酬には、通勤手当も含まれますので、注意しておいて下さい。 

 

２．給与情報の入力 

「〇月分給与」、「通勤手当」、「住民税」を入力。 

 

「〇月分給与」と「標準月額報酬」は、全く別のものなので注意して下さい。 

 

住民税は、毎年 6 月頃に事業所へ市役所から郵送にて送られてきますので、その通知書見て入力して下

さい。 


